
京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例

（平成２４年１１月９日京都市条例第  号）（上下水道局技術監理室監理課及び下水道部

計画課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２３年法律第１０５号）の施行により下水道法の一部が改正され，条

例で定めなければならないこととなった次の事項を定めることとしました。 

 １ 公共下水道の構造に関する技術上の基準 

 ２ 終末処理場の維持管理に関する基準 

１及び２のいずれについても，現行の下水道法施行令において定める基準と同様の基

準としました。 

なお，改正する条例は，京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水

道条例の２条例です。 

この条例は，平成２４年１１月９日から施行することとしました。 

２４



京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する

条例を公布する。 

  平成２４年１１月９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第  号 

京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水道条例の一部を改

正する条例 

（京都市公共下水道事業条例の一部改正） 

第１条 京都市公共下水道事業条例の一部を次のように改正する。 

  第５章を第６章とし，第２章から第４章までを１章ずつ繰り下げ，第１章の次に次の

１章を加える。 

    第２章 公共下水道の構造等 

 （公共下水道の構造の基準） 

 第１条の４ 下水道法（以下「法」という。）第７条第２項に規定する公共下水道の構造

の技術上の基準は，下水道法施行令（以下「令」という。）第５条の８から第５条の１

１までに定めるところによる。 

（終末処理場の維持管理） 

第１条の５ 法第２１条第２項の規定による終末処理場の維持管理は，令第１３条各号

に定めるところにより行うものとする。 

  目次中 

「第２章 排水設備（第２条～第９条） 

 第３章 公共下水道の管理及び使用（第１０条～第１４条） 

 第４章 使用料（第１５条～第２２条） 

 第５章 雑則（第２３条～第２６条）          」 

を 

「第２ 

 第３ 

 第４ 

 第５ 

 第６ 

 章 公共下水道の構造等（第１条の４・第１条の５） 

 章 排水設備（第２条～第９条） 

 章 公共下水道の管理及び使用（第１０条～第１４条） 

 章 使用料（第１５条～第２２条） 

 章 雑則（第２３条～第２６条）          」 

に改める。 

２４



  第１１条中「下水道法（以下「」，「」という。）」及び「下水道法施行令（以下「」を

削る。 

  附則に次の２項を加える。 

 （令の規定の引用に関する経過措置） 

 ５ 第１条の４及び第１条の５の規定の適用に関する経過措置は，令及び令の全部又は

一部を改正する政令の附則に規定する経過措置の例による。 

 （検討） 

 ６ 本市は，第１条の４又は第１条の５の規定において引用する令の規定が改正された

ときは，速やかに，これらの条の規定の改正の要否を検討し，その結果に基づき，本

市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。 

（京都市特定環境保全公共下水道条例の一部改正） 

第２条 京都市特定環境保全公共下水道条例の一部を次のように改正する。 

  第６章を第７章とし，第２章から第５章までを１章ずつ繰り下げ，第１章の次に次の

１章を加える。 

    第２章 特定環境保全公共下水道の構造等 

 （公共下水道の構造の基準） 

 第３条の２ 法第７条第２項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は，下水道法

  目次中 

「第２章 排水設備（第４条～第８条） 

 第３章 特定環境保全公共下水道の管理及び使用（第９条～第１４条） 

 第４章 使用料等（第１５条～第２７条） 

 第５章 雑則（第２８条・第２９条） 

 第６章 罰則（第３０条）                    」 

 を 

「第２章 特定環境保全公共下水道の構造等（第３条の２・第３条の３） 

 第３章 排水設備（第４条～第８条） 

 第４章 特定環境保全公共下水道の管理及び使用（第９条～第１４条） 

 第５章 使用料等（第１５条～第２７条） 

 第６章 雑則（第２８条・第２９条） 

 第７章 罰則（第３０条）                    」 

に改 

 める。 



施行令（以下「令」という。）第５条の８から第５条の１１までに定めるところによる。 

 （終末処理場の維持管理） 

 第３条の３ 法第２１条第２項の規定による終末処理場の維持管理は，令第１３条各号

に定めるところにより行うものとする。 

  第１０条中「下水道法施行令（以下「」及び「」という。）」を削る。 

  附則に次の２項を加える。 

 （令の規定の引用に関する経過措置） 

 11 第３条の２及び第３条の３の規定の適用に関する経過措置は，令及び令の全部又は

一部を改正する政令の附則に規定する経過措置の例による。 

 （検討） 

 12 本市は，第３条の２又は第３条の３の規定において引用する令の規定が改正された

ときは，速やかに，これらの条の規定の改正の要否を検討し，その結果に基づき，本

市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

（上下水道局技術監理室監理課及び下水道部計画課） 


